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  世田谷区立船橋地区会館の工事休館について 

 

１ 主  旨 

船橋地区会館は竣工から３５年以上が経過し建物が老朽化したことから、施設利用における安全

を確保し、利便性の向上を図るため、公共施設中長期保全計画に基づき、改修工事を実施する。こ

れに伴い、工事期間中は休館とする。 

 

２ 主な改修内容 

（１）建築改修工事（屋上・屋根防水、外壁補修、トイレ等の更新） 

（２）機械設備改修工事（給排水衛生設備・空調換気設備更新） 

（３）電気設備改修工事（建築・機械設備工事に係る更新） 

 

３ 工事・休館期間（予定） 

令和８年７月１日(水)から令和９年２月２８日(日)まで（８か月間） 

 

４ 近隣区民利用施設（地区会館・区民集会所） 

（１）希望丘区民集会所（船橋６－２５－１ ４階）【１．０ｋｍ１４分】 

（２）千歳台地区会館（千歳台３－３１－９）    【１．４ｋｍ２０分】 

 （３）経堂地区会館（経堂３－３７－１３）      【１．１ｋｍ１５分】 

 

５ 経費概算 

１０，９４０万円 

 

６ 周知方法 

（１）区のおしらせ「せたがや」  ２月２５日号掲載予定 

（２）区ホームページ    ２月下旬掲載予定 

（３）けやきネットシステムに掲載  ２月下旬掲載予定 

（４）施設内ポスター掲示   ２月下旬掲載予定 

（５）登録団体へのお知らせの送付  ４月上旬発送予定 

 

７ 施設概要(参考) 

（１）所 在 地：世田谷区船橋三丁目１１番８号 

（２）開 設：昭和６２年７月開館 

（３）構造・階数：鉄筋コンクリート造 地上２階建 

（４）敷地面積：１４００．７３㎡ 

（５）延床面積：４２７．５４㎡ 

（６）施設内容：第１会議室、第２会議室、第３会議室、大広間 
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船橋地区会館周辺図 

 

 
 

②千歳台地区会館 

船橋地区会館 

① 希望丘区民集会所 

③経堂地区会館 
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